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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第58期
第３四半期
連結累計期間

第59期
第３四半期
連結累計期間

第58期

会計期間
自平成22年４月１日
至平成22年12月31日

自平成23年４月１日
至平成23年12月31日

自平成22年４月１日
至平成23年３月31日

売上高（千円） 8,522,719 8,867,385 10,838,790

経常利益（千円） 1,142,815 1,288,081 626,522

四半期（当期）純利益（千円） 638,805 726,081 276,665

四半期包括利益又は包括利益

（千円）
619,222 723,975 268,186

純資産額（千円） 11,357,929 11,656,810 11,006,894

総資産額（千円） 14,808,164 15,269,626 15,533,049

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
100.48 114.21 43.52

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － －

自己資本比率（％） 76.7 76.3 70.8

　

回次
第58期
第３四半期
連結会計期間

第59期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自平成22年10月１日
至平成22年12月31日

自平成23年10月１日
至平成23年12月31日

１株当たり四半期純利益金額

（円）
5.72 3.18

　（注）１　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

　      ２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

　      ３　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

　      ４　第58期第３四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」（企

業会計基準第25号　平成22年６月30日）を適用し、遡及処理しております。

　

２【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期連結累計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等又は、前事

業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。 

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び当社の関係会社）

が判断したものであります。
　
(1）業績の状況

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、デフレの影響や雇用情勢の悪化に対する懸念が残るなか、東

日本大震災からの景気の持ち直しが期待されました。しかしながら、欧州債務危機の深刻化や東日本大震災に起因

する様々な影響により、国内景気は厳しい状況で推移いたしました。

教育界においては、小学校では今年度より新しい「学習指導要領」が完全実施されたことに伴い、授業時数の増

加や学習内容の充実が図られております。また、中学校では平成24年度から新しい「学習指導要領」が完全実施さ

れることに伴い、今年度も「移行措置」が実施されております。

小学校・中学校においては、学力向上に向けた様々な取り組みがなされ、確かな学力の確保のための手立てが取

られております。また、学習内容の増加に伴い、宿題や休日の学習が増加する傾向にあり、家庭での学習習慣の形成

が進んでおります。

一方、学校におけるＩＣＴ（情報通信技術）環境も年々整備されてきており、それに伴い教員に支給されている

コンピュータに、効率的な事務処理が行える「校務支援システム」を導入する自治体が徐々に増えつつあります。

このような情勢を背景に、当社グループは主力商品である小学校出版物の全教材において、新しい「学習指導要

領」に完全対応させた改訂を行ってまいりました。特に、評価教材においては、基礎的・基本的な知識・技能とそれ

らを活用する力をみる評価内容を明確にするとともに、教育現場のニーズに応えた様々な企画を採用してまいりま

した。さらに、教師による児童への指導・支援及び、成績処理から保護者への説明に至るまでの一連の過程を総合的

に支援するコンピュータソフトの普及とそのサポートを積極的に進め、教育現場の信頼を得てまいりました。

また、夏休みや冬休みに使用する季刊物図書教材においても、基礎・基本の確実な定着とそれらを活用する力の

育成を目指した企画を採用し、好評を得ることができました。

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高8,867,385千円（前年同四半期比4.0％増）、経常利益

1,288,081千円（前年同四半期比12.7％増）、四半期純利益726,081千円（前年同四半期比13.6％増）となりまし

た。 

　セグメントの業績は、次のとおりであります。

①出版

小学校図書教材においては、テストなどの評価教材は、昨年に引き続き実績が増加いたしました。これは、市場

調査の結果を的確に捉え、新しい「学習指導要領」に完全対応させ、基礎・基本の確実な定着とそれらを活用す

る力をみる問題を充実させたことや、教育現場の多様なニーズに対応した改訂を実施したことが要因でありま

す。

また、ドリルなどの習熟教材は、内容の充実を図るとともに、関連する付属教材を個別のバラ式プリントに変更

した効果もあり、実績が増加いたしました。

「夏休み教材」や「冬休み教材」などの季刊物図書教材は、休み期間中における学力の維持向上を図る教材と

して定着したことにより、実績が増加いたしました。

一方、プリント教材は、商品ラインナップの精選による影響から、わずかに実績が減少いたしました。

中学校図書教材においては、入試対策のテキストやワーク教材の実績が増加いたしました。また、「夏休み教

材」に続き「冬休み教材」も、学力向上対策としてのニーズを的確に捉えたことにより、実績が増加いたしまし

た。

市販図書においては、「犬どろぼう完全計画」が第57回青少年読書感想文全国コンクールの課題図書に選定さ

れたことや、バムケロシリーズの最新作として昨年度発行した「バムとケロのもりのこや」の販売が引き続き好

調であったこともあり、実績が増加いたしました。

　この結果、当セグメントの売上高は6,576,062千円（前年同四半期比4.5％増）、営業利益は1,761,715千円（前

年同四半期比8.7％増）となりました。

②教具

小学校教材・教具においては、当社が高い市場占有率を維持しております「裁縫セット」は、機能性やデザイ
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ン性を一新するなどの商品改良を重ねたことにより、実績が増加いたしました。

また、「画材セット」は、市場における低価格化傾向の影響を受けましたが、新商品を投入したことが奏功し、

実績が増加いたしました。

「彫刻刀」は、切れ味のよいステンレス刃とけが防止の安全ガードが教育現場で好評を博し、実績が増加いた

しました。

一方、「家庭科布教材」は、採用の減少や競合他社との競争激化による受注の分散化により、実績が減少いたし

ました。

中学校・高等学校家庭科教材ブランドの「クロッサム」においては、中学校における「移行措置」の実施によ

り家庭科の授業時数の縮減がありましたが、「基礎縫い教材」や「保育教材」は、実績が好調に推移いたしまし

た。また、販路拡充のため注力しております高等学校での実績も増加したことにより、全体としても実績が増加い

たしました。

　この結果、当セグメントの売上高は2,288,739千円（前年同四半期比2.5％増）、営業利益は164,692千円（前年

同四半期比0.3％減）となりました。

③その他

その他は、上記の報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、損害保険代理業であります。売上高は

2,583千円（前年同四半期比30.3％減）、営業利益は256千円（前年同四半期比43.2％増）であります。　

(2）財政状態の状況

　当社グループの当第３四半期連結会計期間末の財政状態は、前連結会計年度末と比較して、総資産は263,422千円

減少して15,269,626千円、負債は913,339千円減少して3,612,815千円、純資産は649,916千円増加して11,656,810千

円となりました。

　資産の主な増減は、有価証券の減少313,351千円、商品及び製品の減少673,889千円、仕掛品の増加693,609千円であ

ります。

　負債の主な増減は、支払手形及び買掛金の減少730,798千円であります。

　また、純資産の主な増減は、利益剰余金の増加652,021千円であります。

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

(4）研究開発活動

　当第３四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、11,100千円であります。

　なお、当第３四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

(5）経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

　教育界では、平成20年３月に、中央教育審議会の答申を受けて学校教育課程の基準となる「学習指導要領」が告示

され、平成20年６月には「学習指導要領」の改訂に伴う平成21年度からの移行措置の内容が告示されました。この

新しい「学習指導要領」は、小学校では平成21年度から２年間の移行措置を経て平成23年度から、また中学校では

３年間の移行措置を経て平成24年度から、それぞれ完全実施されます。

　これにより「学習指導要領」の改訂に伴う出版物の全面改訂と移行措置による部分改訂が発生いたします。その

ため、編集費用負担の増加による売上原価の上昇が考えられますが、この大きな変革期を、他社製品との差別化、新

たな事業展開の足がかりとして主体事業の基盤強化につなげていきたいと考えております。

　

(6）資本の財源及び資金の流動性についての分析

　当社グループの資金需要は、運転資金、設備資金並びに配当及び法人税等の支払いであり、これらの資金は営業活

動によるキャッシュ・フローにより充当しております。今後、「学習指導要領」の改訂に伴う全面改訂及び移行措

置に対応するため、当社グループ教材の編集改訂が必要となり資金需要が高まる可能性があります。これら編集費

用について手元資金で不足する場合は、銀行借入等による資金調達を行う予定であります。　
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

　　普通株式 15,000,000

計 15,000,000

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成23年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成24年２月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 6,600,000 6,600,000
名古屋証券取引所

（市場第二部）

単元株式数

100株

計 6,600,000 6,600,000 ― ―

　

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高
（千円）

平成23年10月１日～
平成23年12月31日

─ 6,600,000 ─ 1,917,812 ─ 1,832,730

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。　
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（７）【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成23年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

①【発行済株式】

 平成23年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

－

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式

単元株式数100株　

普通株式 242,900

完全議決権株式（その他） 普通株式
6,355,600

　
63,556 同上

単元未満株式 普通株式 1,500 － －

発行済株式総数 6,600,000 － －

総株主の議決権 － 63,556 －

（注）　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式64株が含まれております。　

②【自己株式等】

 平成23年12月31日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式） 羽島市江吉良町江

中七丁目１番地
242,900 － 242,900 3.68

株式会社文溪堂

計 － 242,900 － 242,900 3.68

　　

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

　
役名 新職名 旧職名 氏名 異動年月日

専務取締役 営業本部長
製作・物流本部長、
営業本部長

川元　行雄 平成23年９月30日

常務取締役 製作・物流本部長 編集本部長 長瀬　俊幸 平成23年９月30日
取締役 編集本部長 － 安田　俊治 平成23年９月30日
取締役 ＩＣＴ事業本部長 － 水谷　泰三 平成23年９月30日
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第４【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号）に基づいて作成しております。

　

２　監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成23年10月１日から平成

23年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年12月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,096,500 3,239,909

受取手形及び売掛金 1,539,294 ※
 1,604,851

有価証券 1,098,190 784,839

商品及び製品 2,987,570 2,313,680

仕掛品 624,961 1,318,570

原材料 283,562 324,043

繰延税金資産 140,428 107,138

その他 13,655 23,322

貸倒引当金 △4,207 △4,119

流動資産合計 9,779,956 9,712,236

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 759,289 748,815

土地 3,399,309 3,405,117

その他（純額） 125,798 100,845

有形固定資産合計 4,284,397 4,254,778

無形固定資産 133,689 117,525

投資その他の資産

投資有価証券 705,893 687,915

繰延税金資産 52,803 42,115

その他 612,863 489,240

貸倒引当金 △36,553 △34,185

投資その他の資産合計 1,335,006 1,185,085

固定資産合計 5,753,093 5,557,389

資産合計 15,533,049 15,269,626
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,448,226 1,717,427

短期借入金 131,967 80,423

未払法人税等 247,396 337,958

引当金 42,643 38,500

その他 657,564 477,829

流動負債合計 3,527,797 2,652,138

固定負債

長期借入金 31,339 26,585

繰延税金負債 132,109 110,795

退職給付引当金 448,939 456,081

役員退職慰労引当金 329,146 316,398

その他 56,821 50,815

固定負債合計 998,356 960,676

負債合計 4,526,154 3,612,815

純資産の部

株主資本

資本金 1,917,812 1,917,812

資本剰余金 1,832,730 1,832,730

利益剰余金 7,500,856 8,152,878

自己株式 △227,340 △227,340

株主資本合計 11,024,060 11,676,081

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △17,165 △19,270

その他の包括利益累計額合計 △17,165 △19,270

純資産合計 11,006,894 11,656,810

負債純資産合計 15,533,049 15,269,626
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年12月31日)

売上高 ※
 8,522,719

※
 8,867,385

売上原価 4,823,207 4,974,353

売上総利益 3,699,511 3,893,031

販売費及び一般管理費 2,558,582 2,606,889

営業利益 1,140,928 1,286,142

営業外収益

受取利息 2,601 2,373

受取配当金 6,615 6,694

受取賃貸料 18,876 18,718

受取保険金 445 －

保険配当金 － 3,719

雑収入 10,564 9,413

営業外収益合計 39,103 40,920

営業外費用

支払利息 652 333

売上割引 36,560 38,572

雑損失 4 75

営業外費用合計 37,217 38,981

経常利益 1,142,815 1,288,081

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 4,134

特別利益合計 － 4,134

特別損失

固定資産売却損 － 197

固定資産除却損 793 7,725

投資有価証券評価損 9,646 33,274

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 21,162 －

その他 2,962 3,554

特別損失合計 34,564 44,750

税金等調整前四半期純利益 1,108,250 1,247,465

法人税、住民税及び事業税 509,289 502,856

法人税等調整額 △39,844 18,528

法人税等合計 469,444 521,384

少数株主損益調整前四半期純利益 638,805 726,081

四半期純利益 638,805 726,081
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【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 638,805 726,081

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △19,583 △2,105

その他の包括利益合計 △19,583 △2,105

四半期包括利益 619,222 723,975

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 619,222 723,975

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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【追加情報】

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

　第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂

正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）を適用しております。

　

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成23年３月31日）

当第３四半期連結会計期間
（平成23年12月31日）

――――――

　

※　連結会計年度末日満期手形の会計処理

　連結会計年度末日は、銀行休業日でありましたが、期末

日満期手形については、満期日に決済が行われたものと

して処理しております。当第３四半期連結会計期間末日

満期手形の金額は、次のとおりであります。

受取手形 27,000千円

　

（四半期連結損益計算書関係）

　前第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

※　売上高の季節的変動

　当社グループの売上高は、第２四半期連結累計期間に１

学期品と２学期品、上下刊品、年刊品の売上が計上されま

すので、通常、第２四半期連結累計期間の年間の売上高に

占める割合は高くなります。

※　売上高の季節的変動

同左

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期連

結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

　

前第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

減価償却費 134,378千円 減価償却費 114,994千円
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年12月31日）

 配当金支払額

　

　

（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成22年６月24日

定時株主総会
普通株式 60,074 9.45 平成22年３月31日 平成22年６月25日利益剰余金

平成22年11月８日

取締役会
普通株式 26,063 4.10 平成22年９月30日 平成22年12月３日利益剰余金

　

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年12月31日）

 配当金支払額

　

　

（決議）

株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成23年６月28日

定時株主総会
普通株式 46,088 7.25 平成23年３月31日 平成23年６月29日利益剰余金

平成23年11月７日

取締役会
普通株式 27,970 4.40 平成23年９月30日 平成23年12月５日利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年12月31日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報　　

（単位：千円）

 
報告セグメント

その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）３

出版 教具 計

売上高        

外部顧客への売上高 6,288,1492,230,8588,519,0083,7108,522,719　 － 8,522,719
セグメント間の内部　　
　　　　　　　　売上高又は振
替高

－ － － － － － －

計 6,288,1492,230,8588,519,0083,7108,522,719 － 8,522,719

セグメント利益 1,620,639165,2591,785,8981791,786,077△645,1481,140,928

　（注）１　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、損害保険代理業であります。

２　セグメント利益の調整額△645,148千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、主に報告セ

グメントに帰属しない管理部門の販売管理費であります。

３　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年12月31日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報　　

（単位：千円）

 
報告セグメント

その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）３

出版 教具 計

売上高        

外部顧客への売上高 6,576,0622,288,7398,864,8012,5838,867,385　 － 8,867,385
セグメント間の内部　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　売上高又は振替
高

－ － － － － － －

計 6,576,0622,288,7398,864,8012,5838,867,385 － 8,867,385

セグメント利益 1,761,715164,6921,926,4082561,926,665△640,5231,286,142

　（注）１　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、損害保険代理業であります。

２　セグメント利益の調整額△640,523千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、主に報告セ

グメントに帰属しない管理部門の販売管理費であります。

３　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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（金融商品関係）

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。　

（有価証券関係）

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

（デリバティブ取引関係）

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。　

（企業結合等関係）

　該当事項はありません。　

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 100円48銭 114円21銭

（算定上の基礎） 　  

四半期純利益金額（千円） 638,805 726,081

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 638,805 726,081

普通株式の期中平均株式数（株） 6,357,067 6,357,036

　（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

　平成23年11月７日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(イ）中間配当による配当金の総額……………………27,970千円

(ロ）１株当たりの金額…………………………………４円40銭

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成23年12月５日

　（注）　平成23年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。　
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成24年２月13日

株式会社文溪堂

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 安田　豊　　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 髙橋　浩彦　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社文溪堂の平
成23年４月１日から平成24年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成23年10月１日から平成23年12
月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、
すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを
行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成
し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　
監査人の責任　
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結
論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四
半期レビューを行った。
　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分
析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる
監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論　
　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社文溪堂及び連結子会社の平成23年12月31日現在の財政状態及び
同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点
において認められなかった。
　
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
　

以　上

　（注）１　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲には、ＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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